
高
額
療
養
費
な
ど
は
対
象
外

※
２
…
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
が
対
象

▽
申
請
書
送
付
の
対
象　
市
の
国
民

健
康
保
険
か
東
京
都
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
、
支
給
が
見

込
ま
れ
る
方

※
詳
し
く
は
、
送
付
す
る
案
内
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
送
付
時
期　
２
月
中
旬
（
国
保
）、

３
月
中
旬（
後
期
高
齢
）

※
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
、
申

請
書
が
届
か
な
い
方
は
、
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
期
間
中
に
転
入
、
退
職
な
ど

で
健
康
保
険
・
介
護
保
険
が
変

わ
っ
た
方　
申
請
書
が
届
か
な
い

方
で
も
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健

康
保
険
・
介
護
保
険
の
自
己
負
担

額
に
よ
っ
て
は
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ　
保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
、
保
険
年
金
課
後
期
高
齢

者
医
療
係
、
高
齢
者
支
援
課
介
護

保
険
係

　
市
で
は
、
市
内
で
活
動
す
る
子
ど

も
食
堂
の
情
報
に
つ
い
て
市
民
に
周

知
す
る
ほ
か
、
子
ど
も
食
堂
に
情
報

の
提
供
を
行
っ
て
い
く
た
め
、
子
ど

も
食
堂
を
実
施
し
て
い
る
団
体
等
の

把
握
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
市

内
で
子
ど
も
食
堂
を
実
施
し
て
い
る

団
体
や
今
後
、
実
施
し
た
い
団
体
等

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
期
限　
２
月
28
日
㈮
ま
で

※
子
ど
も
食
堂
と
は
、
地
域
の
子
ど

も
や
保
護
者
が
気
軽
に
立
ち
寄

り
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食

事
を
と
り
な
が
ら
、
交
流
で
き
る

地
域
の
居
場
所
で
す
。
市
は
、
こ

の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
子
ど

も
食
堂
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　
こ
ど
も
政
策
課
こ
ど
も

政
策
係

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
健
康

保
険
と
介
護
保
険
の
1
年
間
の
自
己

負
担
額（
※
１
）の
合
計
が
世
帯（
※

２
）
で
、
限
度
額
（
表
）
に
５
０
０

円
を
足
し
た
金
額
を
超
え
た
場
合

に
、
超
え
た
部
分
の
金
額
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
（
健
康
保
険
と
介
護
保
険
の
い

ず
れ
か
の
自
己
負
担
額
が
０
円
の
場

合
は
対
象
外
）。
対
象
期
間
は
、
令

和
５
年
８
月
か
ら
令
和
６
年
７
月
ま

で
で
す
。
申
請
先
は
、
令
和
６
年
７

月
31
日
時
点
で
加
入
し
て
い
た
健
康

保
険
で
す
。

※
１
…
食
事
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、

あ
な
た
の
大
切
な
人
、
地
域
を
守
る
た
め
に　
消
防
団
員
募
集
中

　
１
月
20
日
㈪
に
定
点
の
４
か
所
で

測
定
を
行
っ
た
結
果
、
基
準
値
（
毎

時
０
．
2
3
μ
Sv
）を
超
え
る
地
点

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
年
、
測

定
値
の
推
移
に
大
き
な
変
動
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
今
年
度
を
も
っ

て
空
間
放
射
線
測
定
を
終
了
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
生
活
環
境
課
生
活
環
境

係

　
放
課
後
子
ど
も
教
室
で
は
、
地
域

の
方
や
学
校
の
協
力
の
下
、
小
学
生

が
自
由
遊
び
、
学
習
、
ス
ポ
ー
ツ
な

ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
地
域
で

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か
し
て
あ

げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
や
将
来
子

ど
も
関
係
の
職
業
を
希
望
し
て
い
る

方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▽
活
動
場
所　
市
内
の
市
立
小
学
校

（
10
か
所
）

▽
従
事
す
る
日
時　

毎
週
水
曜
日

（
放
課
後
か
ら
午
後
４
時
30
分
頃

ま
で
。
準
備
と
片
付
け
を
含
め

て
、
実
働
約
３
時
間
30
分
）

▽
謝
礼　
１
１
１
３
円（
時
給
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
生
涯
学
習
推

進
課
生
涯
学
習
係
（
直
通
５
５

８
・
２
４
３
８
）

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

　
　
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

子
ど
も
食
堂
を

　
実
施
し
て
い
る
団
体
等
は

市
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

放
課
後
子
ど
も
教
室

　
運
営
ス
タ
ッ
フ

　
　
（
安
全
管
理
員
）
募
集

空
間
放
射
線
量
測
定
結
果

　
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
が
続
く

と
、
老
後
に
年
金
を
受
け
取
れ
な
く

な
る
ば
か
り
か
、
病
気
や
け
が
で
障

が
い
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
年
金
や

死
亡
し
た
と
き
に
配
偶
者
な
ど
が
受

け
取
れ
る
遺
族
年
金
が
受
け
取
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
納
付

期
限
は
、
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日

で
す
。
納
付
書
が
な
い
方
は
、
青
梅

年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▽
納
付
場
所　
銀
行
な
ど
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア

※
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
に
よ
る
電
子
納
付
が
利
用

で
き
ま
す
。
一
部
バ
ー
コ
ー
ド
決

済
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

※
市
役
所
や
年
金
事
務
所
の
窓
口
で

は
、
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２

８
・
30
・
３
４
１
０
）

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
市
制
施
行
30
周
年
記
念
事
業
実
施

方
針
の
基
本
方
針
に
沿
っ
た
事
業
を

実
施
す
る
市
民
団
体
等
に
対
し
、
事

業
に
要
す
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
本
事
業
の
予
算
は
、
市
議
会
３
月

定
例
会
議
で
の
審
議
予
定
の
た

め
、
現
時
点
で
事
業
の
実
施
を
確

約
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

予
算
成
立
後
に
、
速
や
か
に
申
請

し
た
方
に
補
助
金
交
付
の
決
定
な

ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
概
要

●
補
助
金
…
事
業
の
実
施
に
要
す
る

経
費（
上
限
10
万
円
）

●
募
集
枠
数
…
20（
抽
選
）

●
交
付
時
期
…
４
月
以
降

▽
申
請
期
限　
３
月
31
日
㈪
ま
で

▽
事
業
の
実
施
期
間　
４
月
１
日
㈫

〜
令
和
８
年
３
月
31
日
㈫

▽
問
合
せ　
企
画
政
策
課

市
制
施
行
30
周
年

推
進
事
業
補
助
金

の
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す

市ホームページ

表　高額医療・高額介護合算制度の限度額

※「旧ただし書き所得」とは、令和４年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）
譲渡所得金額などの合計から基礎控除額を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額
は控除しません）。

合算
対象

所得
区分

後期高齢者
医療制度
＋介護保険

被用者保険か
国民健康保険
＋介護保険
(70歳～ 74歳
の世帯 )

現役並み
所得者

Ⅲ 212万円
※課税所得が690万円以上

Ⅱ
141万円

※課税所得が380万円以上
690万円未満

Ⅰ
67万円

※課税所得が145万円以上
380万円未満

一般
（後期高齢者
医療保険に
おいては

一般Ⅱ、一般Ⅰ）

56万円

住民税
非課税世帯

低
所
得
Ⅱ

31万円

低
所
得
Ⅰ

19万円

合算
対象

所得
区分

被用者保険か
国民健康保険
＋介護保険

(70歳未満を含む世帯 )

ア
212万円

※旧ただし書き所得が
901万円超

イ
141万円

※旧ただし書き所得が
600万円超
901万円以下

ウ
67万円

※旧ただし書き所得が
210万円超
600万円以下

エ
60万円

※旧ただし書き所得が
210万円以下

オ 34万円

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

（以下は広告枠です）

令和７年（2025年）２月 15日 （2）

「春なるダンス」
森林レンジャーがゆく（140）

　春を迎えるこの頃、今冬を振り返ると昨年の夏と同様に、渡り鳥の少な
い状況が目立ちました。代表的な冬鳥であるシメやツグミは遅れて年末頃
にあきる野に飛来しましたが、今までにないほど数が少なかったです。渡
りルートが変わってしまったのでしょうか…。単なる自然の変動に過ぎな
いかもしれませんが、自然の急速な変化により、昔の自然を基準にするこ
とができなくなっています。
　特に山では鳥の鳴き声を聴く機会が少なく、当然ながら虫の音が聞こえ
る時期でもありませんので、立ち止まって休憩すると、圧倒的な「シーン」
という静かな状況になることが多いです。悪く言えば、例年よりも寂しげ、
よく言えば、「無」になれるほど、不思議と穏やかな気持ちになれます。
　河原などの平地でも、やはり冬鳥が少ない状況です。河原と言えば、広
いススキ原などのイメージが強いですが、特に多摩川の河川敷は徐々に樹
林化し、その他にも土手の改良といった工事や、豪雨による増水などを理
由に、他の環境よりも変化が多いです。夏は緑が奥深く人を寄せ付けない
自然豊かな河原ですが、冬は見通しがよくなり、気軽に散歩などができる
気持ちのいい環境です。そして多くの小動物の住処となる中、野鳥は観察
しやすく、冬鳥が少ない年であっても、他の季節なら普段気づけないイカ
ルチドリやイソシギなどの存在を意外と簡単に見つけることができ、綺麗
なジョウビタキやカワセミなどの定番の野鳥にも出会える場所です。遠く

にそびえる山なみを眺められるあきる
野の河原は、身近で美しい自然に恵ま
れた地域である証です。
　冬を振り返ると同時に、まだ始まっ
たばかりの2025年は色々な意味で、
人間界でも、自然界でも平和で明るい
年になることを願いながら私も頑張っ
ていきたいと思います。
（パブロ）

イカルチドリ


